
誰もが、自分らしく生きることのできるようなまちを目指していきます。
　パートナーシップ登録制度とは、「ＬＧＢＴＱ＋」の方への支援の一環として行うもので、お互いを人生のパートナーと
して、日常生活において相互に協力し合うことを約束したお二人がパートナーシップの関係であると市に届け出て、登録
を行う制度です。登録手続きは予約制です。（希望日時の7日前までに電話予約をお願いします。）
　なお、この登録制度の手引きおよび利用可能な行政サービスは市ホームページでお知らせします。
■予約・問い合わせ／総務課じんけん係　☎088-864-0160

じんけん係からのお知らせじんけん係からのお知らせ

　11月25日から12月1日までの1週間は、「犯罪被害者週間」です。あなたやあなたの大切な人も含め、誰もがある
日突然、犯罪に巻き込まれる可能性があります。犯罪被害者の方が置かれている状況について理解を深め、平穏な生
活を取り戻せるよう、みんなで支え合う社会を実現していきましょう。
　みなさんの理解が、犯罪被害者の方の支えとなります。

11/25～12/1 は犯罪被害者週間です。一人で悩まず、まずはご相談ください！11/25～12/1 は犯罪被害者週間です。一人で悩まず、まずはご相談ください！

11月から南国市パートナーシップ登録制度が始まります11月から南国市パートナーシップ登録制度が始まります

※上記時間外も国のコールセンターに
　自動転送して24時間365日対応

相談窓口（機関名） 相談内容 相談時間 電話

総務課じんけん係 市への相談全般 月～金 8時30分～17時15分 088-864-0160

警察総合相談窓口電話 警察への相談全般 24時間対応 088-823-9110
   #9110
犯罪被害者ホットライン 犯罪被害相談全般 月～金 8時30分～17時15分 088-871-3110

犯罪被害者等支援相談窓口 犯罪被害全般 月～金 9時～12時、 088-823-9340
 支援機関の調整 13時～16時 面接相談は要予約

こうち被害者支援センター 犯罪被害者支援のための 月～金 10時～16時 088-854-7867
 相談・付添い支援  面接相談は要予約

性犯罪被害相談電話 性犯罪被害に関する相談 24時間対応 #8103（ハートさん）
   （全国共通ダイヤル）
性暴力被害者サポート 性犯罪・性暴力被害に 月～土 9時～17時 080-9833-3500
センターこうち 関する相談  0120-835-350

市

県

国

警
察

警
察

606
南国市にあるこの施設の
名前は何でしょう？

　ヒントは
特集記事に
　あるよ！

【第605回解答】

★応募総数／48通
★正解率／ 57％

【第605回当選者】
高島　君江
高島　光生
髙橋　崇之
西岡　美加
浜田　正俊

① before　② sunset　
③ little
　（smallでも正解としました）　
④ evening　⑤ old　
⑥ short

■応募締切／11月９日㈬　消印有効

■あ て 先／〒783－8501 南国市大埇甲２３０１

■応募方法／答え・住所・氏名・紙面の感想を明記し、
　ハガキまたはEメールでご応募ください。（※応募は１人１通まで）

南国市企画課「親子クイズ係」
 n-kouhou＠city.nankoku.lg.jp　　スマホはこちらから

■賞　　品／正解者の中から抽選で、５名に図書カードを贈呈

INFORMATION NANKOKU 

火災発生件数
建物
山林
その他

１件

１件
０件
０件

《
内
訳
》

《
内
訳
》

火
災・救
急

９
月

救急出動回数
急病
交通事故
一般負傷
その他

277回
184回
12回
38回
43回

■日時／11月21日㈪　10：00～15：00
■場所／社会福祉センター 　 　 　 　 　 　 　
■人権相談の問い合わせ／総務課じんけん係 ☎８６４－０１６０
■行政相談の問い合わせ／総務課総務係 ☎８８０－６５５１

■日時／毎月第１・第３土曜日 10：00～12：00
■場所／社会福祉センター
■予約／社会福祉協議会 　☎８６３－４４４４

人権相談・行政相談 

無料法律相談

納
期
限

11/30㈬
11/25㈮

納付は便利な口座振替をご利用ください。掲示板
国保税 5期
介護保険料 5期
後期高齢者医療保険料 5期
学校給食費 10月期

■営業日／11月15日㈫、12月13日㈫、1月17日㈫
■営業時間／①10：50 ②12：00 ③13：10
　　　　　　（各回６０分間の総入れ替え方式）
■場所／道の駅南国
■料金／大人（中学生以上） 1,300円
　　　　小学生 800円
　　　　3歳～小学生未満 500円
■前日までにご予約ください。
■予約・問い合わせ／農林水産課
　☎８８０－６５５９（平日のみ）

農家レストランまほろば畑

※写真はイメージです。

メ
ニ
ュ
ー
は
こ
ち
ら

広報なんこく 令和4年11月号16広報なんこく 令和4年11月号 17

 
全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

 
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

■
期
間

　

11
月
18
日
㈮
～
11
月
24
日
㈭

■
時
間
／
８
時
30
分
～
19
時

　
（
土
・
日
・
祝
日
は
10
時
～
17
時
）

■
開
設
場
所
／
高
知
地
方
法
務
局

人
権
擁
護
課
（
土
・
日
・
祝
は
高

松
法
務
局
人
権
擁
護
部
）

■
電
話
番
号

　

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）８
１
０

　
（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
一
部
の
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
ご
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
取
扱
内
容
／
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・

バ
イ
オ
レ
ン
ス
、セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、ス
ト
ー

カ
ー
、離
婚
問
題
、暮
ら
し
の
悩

み
ご
と
な
ど
女
性
を
め
ぐ
る
人

権
問
題

■
相
談
無
料
、秘
密
厳
守

■
問
い
合
わ
せ
／
高
知
地
方
法
務

局
人
権
擁
護
課　

　

☎
８
２
２
・
３
５
０
３

 

最
低
賃
金
改
正
の
お
知
ら
せ

　

高
知
県
最
低
賃
金
は
、令
和
４
年
10

月
９
日
か
ら
、１
時
間
８
５
３
円
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
労
働
局
（
賃
金
室
）

　

☎
８
８
５
・
６
０
２
４

　

高
知
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
８
８
５
・
６
０
３
１

 

ご
存
じ
で
す
か
？

 

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度

　

お
薬
（
病
院
で
処
方
さ
れ
た
も

の
、薬
局
な
ど
で
買
っ
た
も
の
）は

正
し
く
使
っ
て
い
て
も
、副
作
用
の

起
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。医

薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
は
、

万
一
、入
院
治
療
が
必
要
に
な
る
ほ

ど
の
健
康
被
害
が
起
き
た
と
き
に
、

医
療
費
や
年
金
な
ど
の
給
付
を
行

う
公
的
な
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
独
立
行
政
法

人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

（P
M

D
A

）が
行
っ
て
い
る
も
の
で
、

手
続
き
は
直
接P

M
D

A

に
対
し
て

行
い
ま
す
。　

　

そ
の
際
に
は
、医
師
の
診
断
書
な
ど

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、ま
ず
は
電

話
や
メ
ー
ル
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
救
済
制
度
相
談
窓
口

　

☎
０
１
２
０
・
１
４
９
・
９
３
１

　
　

kyufu@
pm

da.go.jp

■
問
い
合
わ
せ
／
県
中
央
東
福
祉

保
健
所
衛
生
環
境
課

　

☎
０
８
８
７
・
５
２
・
０
０
０
４

 

税
に
関
す
る
作
品
展

■
期
間
／
11
月
11
日
㈮
～
17
日
㈭

■
場
所
／
サ
ニ
ー
ア
ク
シ
ス
南
国
店

■
内
容
／
税
に
関
す
る
習
字
・
ポ

ス
タ
ー
・
作
文
な
ど
の
優
秀
作

品
の
展
示

■
問
い
合
わ
せ

　

南
国
税
務
署
総
務
課

　

☎
８
６
３
・
３
２
５
２

 

い
せ
え
び
・
カ
キ
・
マ
イ
ゴ
な
ど

 

を
と
ら
な
い
で
！

　

い
せ
え
び
・
カ
キ
・
マ
イ
ゴ
な
ど

磯
等
に
生
息
す
る
水
産
動
植
物
は
、

漁
業
協
同
組
合
員
で
な
い
場
合
は
、

つ
り
・
素
潜
り
で
も
採
捕
で
き
ま

せ
ん
。漁
業
協
同
組
合
員
の
場
合
で

も
、繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
に
高
知

県
漁
業
調
整
規
則
で
は
「
採
捕
禁

止
期
間
」、「
体
長
な
ど
の
制
限
」お

よ
び
「
採
捕
す
る
漁
具
・
漁
法
の

制
限
」な
ど
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、特
定
水
産
動
植
物
（
あ
わ

び
、な
ま
こ
）に
つ
い
て
は
、漁
業
法

に
基
づ
き
漁
業
権
ま
た
は
知
事
の

許
可
に
基
づ
か
な
い
採
捕
が
禁
止

さ
れ
て
お
り
、南
国
市
で
は
漁
業
協

同
組
合
員
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か

か
わ
ら
ず
採
捕
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
に
違
反
し
て
採
捕
し
た

場
合
お
よ
び
違
反
し
て
採
捕
し
た

漁
獲
物
や
そ
の
製
品
を
所
持
・
販

売
し
た
場
合
に
は
、同
規
則
ま
た
は

同
法
に
よ
り
懲
役
や
罰
金
な
ど
の

罰
則
が
科
せ
ら
れ
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
特
定
水
産
動
植
物
の
採
捕
禁
止

違
反
／
３
年
以
下
の
懲
役
又
は

３
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

■
問
い
合
わ
せ
／
県
漁
業
管
理
課　

☎
８
２
１
・
４
６
０
８

市
民
か
ら
の
お
便
り
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
ま
ほ
ろ
ば
畑
。初
め
て
行
く
予
定
を
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
立
て
ま
し
た
！
と
て
も
楽
し
み
で
す
！


